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章（改定後） 現    行 改    定 備  考 
第４章 

一般施工 

４－３ 排出ガス対策型建設機械の取扱いについて 
１ 排出ガス対策型建設機械の使用について 

 当該工事において（１－１－36環境対策）①表－1、表－2 参照）に示す建設機械（規格）

を使用する場合は、現場作業環境の改善、大気環境の保全を目的として排出ガス対策型建設機

械（以下、排対機械）を使用することを原則とする。 

２ 排対機械を使用出来ない場合は、排出ガス浄化装置を装着した建設機械（以下排対機械を含

め、排対機械等）を使用することで排対機械と同等とみなす。 

３ ただし、リース会社に在庫が無い、自社持ち機械を使用する、浄化装置を装着できない等の

理由により排対機械等を使用できない場合は、書面（協議簿等）により提出すること。 

４ 施工計画書には、排対機械を使用するか、非排対機械を使用するかを明記すること。 

５ 施工現場において排対機械等の使用を確認（指定ラベル）できる写真撮影を行い工事監督員

に提出すること。 

６ 排対機械等を使用できない場合については、設計変更の対象とする。 

 
*１ 排出ガス対策型建設機械とは、排出ガス対策型エンジンを搭載し、メーカーの申請によって形式指定

された機械のことである。 

*２ 排出ガス浄化装置とは、「建設技術評価制度」又は、「民間開発建設技術審査・証明事業」によりそ

の性能を確認された浄化装置である。 

*３ 排ガス対策エンジンとは、排出ガス基準値を満足したエンジンで国土交通省で形式の認定を受けたも

のである。 

 

４－３ 排出ガス対策型建設機械の取扱いについて 
１ 排出ガス対策型建設機械の使用について 

 当該工事において（１－１－36環境対策）①表－1、表－2 参照）に示す建設機械（規格）

を使用する場合は、現場作業環境の改善、大気環境の保全を目的として排出ガス対策型建設機

械（以下、排対機械）を使用することを原則とする。 

２ 排対機械を使用出来ない場合は、排出ガス浄化装置を装着した建設機械（以下排対機械を含

め、排対機械等）を使用することで排対機械と同等とみなす。 

３ ただし、リース会社に在庫が無い、自社持ち機械を使用する、浄化装置を装着できない等の

理由により排対機械等を使用できない場合は、書面（協議簿等）により提出すること。 

４ 施工計画書には、排対機械を使用するか、非排対機械を使用するかを明記すること。 

５ 排対機械等を使用できない場合については、設計変更の対象とする。 

 
*１ 排出ガス対策型建設機械とは、排出ガス対策型エンジンを搭載し、メーカーの申請によって形式指定

された機械のことである。 

*２ 排出ガス浄化装置とは、「建設技術評価制度」又は、「民間開発建設技術審査・証明事業」によりそ

の性能を確認された浄化装置である。 

*３ 排ガス対策エンジンとは、排出ガス基準値を満足したエンジンで国土交通省で形式の認定を受けたも

のである。 
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